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１．地震に関する地域危険度測定調査（第８回） 
◆概要 

 地震に関する地域危険度測定調査は、東京都における防災都市づくりを推進し、各震災対策事業を実施す

る上での指標となり、都民の防災意識の高揚を図る目的で、東京都震災対策条例第12条に基づき、おおむね

５年ごとに地震に関する地域の危険度を科学的に調査、研究し、都民に公表している。 

◆根拠法令（東京都震災対策条例・施行規則） 

 第12条（平成12年12月22日条例第202号） 

 1  知事は、震災の発生原因及び発生状況、地域の危険度 

   その他震災に関する事項について 、科学的、総合的に 

     調査及び研究を行うとともに、防災科学技術の開発に 

     努めなければならない。 

 3  知事は、第一項の調査、研究及び技術の開発の成果を、 

   積極的に震災対策に反映させるとともに、都民に公表 

     しなければならない。 

 施行規則 第五条 

   知事は、条例第十二条第一項に規定する地震に関する 

  地域の危険度の調査及び研究に係る測定については、お 

  おむね五年ごとに実施しなければならない。 

◆沿革 

 昭和50年11月 第１回 区部地域危険度測定調査           

 昭和55年 7月 第１回 多摩部地域危険度測定調査     

 昭和59年 5月 第２回 区部地域危険度測定調査      

 昭和62年 5月 第２回 多摩部地域危険度測定調査       

 平成 5年 1月 第３回 地域危険度測定調査* 

 平成10年 3月 第４回 地域危険度測定調査        

 平成14年12月 第５回 地域危険度測定調査        

 平成20年 2月 第６回 地域危険度測定調査        

 平成25年 9月 第７回 地域危険度測定調査        

 平成30年 2月  第８回 地域危険度測定調査        

 *第３回調査より、区部・多摩部を統合 
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１．地震に関する地域危険度測定調査（第８回） 
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  ・危険量 5,177町丁目（市街化区域内）ごとに測定  
 

   ①建物倒壊危険量   
 

   ②火災危険量 
   また、これらをふまえた総合危険量    
 

  ・危険度 危険量を５段階でランキング（相対評価） 
 
 

  ・前回からの改善点（より実態を反映、震災対策事業の整備効果を評価）  
 

   ①旧耐震建物でも診断の結果、耐震性を有するものは新耐震として評価  
 

   ②シミュレーションの延焼時間を延長し、燃え広がりやすさをより反映 
 

   ③避難・救援可能な生活道路の整備状況を評価 

 ・危険量は全体として減少 
 

   ⇒市街地の防災性は向上  
 

 ・整備地域内の危険度は依然として高い 
 

  （相対評価） 

3.51(棟/ha) 

2.79(棟/ha) 

1.59(棟/ha) 

0.97(棟/ha) 

建物倒壊 
危険量 
約2割減少 

火災危険量 
約4割減少 

(棟/ha) 

 調査         調査 

 前回との危険量の比較（都全体の平均） 

（１）測定方法 

（２）測定結果 

地域危険度測定調査の測定方法と結果 
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１．地震に関する地域危険度測定調査（第８回） 

○建物倒壊危険度 

 危険度の高い地域は、沖積低地や谷底低地など揺れやすい地盤で、古い木造や軽量鉄骨造の建物が密集し

ている地域である。荒川・隅田川沿いの下町地域一帯に分布している。 
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１．地震に関する地域危険度測定調査（第８回） 
○火災危険度 

 危険度の高い地域は、耐火性の低い木造建物が密集し、延焼遮断帯が未形成の地域である。建物倒壊危険

度の分布傾向と異なり、区部の環状第７号線の内側を中心としてドーナツ状に分布するとともに、ＪＲ中央

線沿線（区部）にも分布している。 
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１．地震に関する地域危険度測定調査（第８回） 

○災害時活動困難度 

 困難度が高い地域は、地域レベルの道路基盤などが少ない地域である。多摩地域や区部西部などに分布し

ている。一方、地域レベルの道路基盤が多い都心部や区部東部は困難度が低い地域である。 

5 



8 

１．地震に関する地域危険度測定調査（第８回） 
○総合危険度 

  危険度の高い地域は、荒川・隅田川沿いのいわゆる下町地域一帯に加え、品川区南西部や大田区、中野区、 

 杉並区東部に広がっている。 
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２．避難場所等の指定（23区） 

○概要 

  震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、区部の避難場所、地区内残留地区 

 及び避難道路を、東京都震災対策条例第47条及び第48条に基づき、都が指定している。 

○根拠法令（東京都震災対策条例） 

 第四十七条（平成12年12月22日条例第202号） 

  知事は、震災時に拡大する火災から都民を安全に保護す 

 るため、広域的な避難を確保する見地から必要な避難場所 

 をあらかじめ指定しなければならない。ただし、火災の拡 

 大するおそれのない地区については、避難場所を指定しな 

 いことができる。 

 第四十八条 

  知事は、広域的な避難を確保する見地から震災時に都民 

 が避難場所に安全に避難するため必要な避難道路をあらか 

 じめ指定しなければならない。 

○沿革 

 昭和47年７月  条例に基づく指定 

 昭和54年４月  第１回指定 

 昭和60年４月  第２回指定 

 平成４年５月  第３回指定 

 平成10年３月  第４回指定 

 平成14年12月  第５回指定 

 平成20年２月  第６回指定 

 平成25年５月  第７回指定 

 平成30年６月  第８回指定 
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